
平成 19年度予算案 
平成 19年 4月 1日から平成 20年 3月 31日まで 

(単位：千円) 
科    目 予算額 前年度予算額 増減 備考 
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収入の部 
 
１ 基本財産運用収入 
 
２ 事業収入 
 

子どもの死亡削減 
   能力強化(母子保健) 
   ワクチン予防可能疾患 
   能力強化(ワクチン) 
   ワクチン予防(仏語) 
   AIDS/ATLの疫学 
   肝炎の疫学 
   農村医学 
   薬剤耐性病原体 
   血液スクリーニング 
   医療技術改善 
   受入先業務諸費 
 
３ 寄附金収入 
 
４ 雑収入 
 
５ 会費収入 
 
６ 補助金収入 
   日中学術交流事業 
   海外技術研修事業 
 
７ 固定資産売却収入 
   投資有価証券売却収入 
 
 
 
 
当期収入合計    (A) 
 前期繰越収支差額 
 
収入合計      (B) 40,364 42,466

 
△2,102 



科    目 予算額 前年度予算額 増減 備考 
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       62,120 64,902 △2,782 

支出の部 
１ 事業費 

給料手当 
   福利厚生費 

子どもの死亡削減 
   能力強化(母子保健) 
   ワクチン予防可能疾患 
   能力強化(ワクチン) 
   ワクチン予防(仏語) 
   AIDS/ATLの疫学 
   肝炎の疫学 
   農村医学 
   薬剤耐性病原体 
   血液スクリーニング 
   医療技術改善 
   日中学術交流事業 
   海外技術研修事業 
   普及啓発費 
 
 
２ 管理費 

役員手当 
   給料手当 
   福利厚生費 
   会議費 
   旅費交通費 
   通信運搬費 
   消耗品費 
   渉外費 
   租税公課 
   手数料 
   賃借料 
   新聞図書購入費 
   雑費 
   委託費 
   印刷費 
   コピー使用料 
   水道光熱費 
   諸会費 
 
３ 固定資産取得支出 
       什器備品購入支出 
 
４ 予備費 

 
 
当期支出合計      (C) 
当期収支差額    (A)-(C) 
次期繰越収支差額(B)-(C) 

680
△21,756

△3,738
△22,436

4,418 
680 

(注記) １ 借入金限度額 該当なし 
   ２ 債務負担額 該当なし 


